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一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題 

 

申請者名（法人名）               

受験者の氏名                  

受験番号                    

 

（※注意事項） 

 設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、一部省略している場合

があります。 

 

Ⅰ．次の問題１から２０の文章で正しいものには○を、誤っているものには×

を（   ）内に記入しなさい。 

 

問題１（点呼等） 

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検

知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。）を営業所ごと

に備え、常時有効に保持するとともに、貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条

１項から３項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転

者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたア

ルコール検知器を用いて行わなければならない。    

（貨物自動車運送事業輸送安全規則） 

（   ） 

 

問題２（欠格事由） 

１年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から１年を経過しない者であるときには、貨物自動車

運送事業法第３条の許可を受けることができない。 

（貨物自動車運送事業法） 

（   ） 

 

問題３（変更登録） 

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の

氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、

その事由があった日から３０日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請を

しなければならない。（道路運送車両法） 

（   ） 
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問題４（事業者等の責務） 

 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を

守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するように努めなければならない。（労働安全衛

生法） 

（   ） 

 

問題５（報告の徴収及び立入検査） 

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の施行に必要な限度において、その

職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若し

くは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。 

（貨物自動車運送事業法） 

（   ） 

 

問題６（書面の交付等） 

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引

委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支

払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき

正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合に

は、親事業者は、当該事項の内容を定めなくてもよい。（下請代金支払遅延等

防止法） 

（   ） 

 

問題７ (横断等の禁止) 

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、

道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転

回し、又は後退してはならない。また、車両は、道路標識等により横断、転回又

は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしては

ならない。  

（道路交通法） 

（   ） 
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問題８（事業の休止及び廃止の届出） 

 一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲

げる事項を記載した事業の休止（廃止）届出書を提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 休止又は廃止の予定日 

三 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間 

四 休止又は廃止を必要とした理由 

（貨物自動車運送事業法施行規則） 

（   ） 

 

問題９（整備管理者） 

自動車の使用者は、自動車の整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理

させるため、自動車の整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車

両総重量８トン以上の自動車その他国土交通省令で定める自動車であって国土

交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の整備に関する

実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうち

から、整備管理者を選任しなければならない。 

（道路運送車両法） 

（   ） 

 

問題１０ (公衆の利便を阻害する行為の禁止等) 

一般貨物自動車運送事業者が、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いを行

っている場合、国土交通大臣は、当該行為の停止又は変更を命ずることができ

る。（貨物自動車運送事業法） 

（   ） 

 

問題１１（運送に関する命令） 

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必

要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、

貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者に対し、運送条件を指

定せず、運送を命じ、又は貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命

ずることができる。 

（道路運送法） 

（   ） 
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問題１２（役員兼任の制限） 

会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であって、役員以外

の者をいう。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねて

はならない。（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律） 

（   ） 

 

問題１３（運賃及び料金の届出） 

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃

及び料金の設定又は変更後３０日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、所轄運

輸支局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系

統が２以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点まで

の距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が１００キロメー

トル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、提出しなければならない。（貨

物自動車運送事業報告規則） 

（   ） 

 

問題１４（解雇の予告） 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも３０日前にそ

の予告をしなければならない。３０日前に予告をしない使用者は、３０日分以上

の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由

のために事業の継続が不可能となった場合のみこの限りでない。（労働基準法） 

（   ） 

 

問題１５（定義） 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律において「私的独占」とは、

事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる

方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を拘束し、又は遂行するこ

とにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることをいう。（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律） 

 

（   ） 
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問題１６（運転者台帳） 

一般貨物自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者

でなくなった場合には、遅滞なく、当該運転者に係る運転者台帳に運転者の氏名、

生年月日及び住所を記載し、これを３年間保存しなければならない。（貨物自動

車運送事業輸送安全規則） 

（   ） 

 

問題１７（交通事故の場合の措置） 

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務

員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防

止する等必要な措置を講じなければならない。（道路交通法） 

（   ） 

 

問題１８（有償旅客運送の禁止） 

貨物自動車運送事業を経営する者は、いかなる場合であっても、有償で旅客

の運送をしてはならない。（道路運送法） 

（   ） 

 

問題１９（事業の適確な遂行） 

一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）等の

定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運

営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

（貨物自動車運送事業法） 

（   ） 

 

問題２０（労働条件の明示） 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労

働条件を明示しなければならない。明示された労働条件が事実と相違する場合

においては、労働者は３０日前に労働契約を解除することができる。 

（労働基準法） 

（   ） 
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Ⅱ．次の問題２１から２６の文章の指示に従って、質問に答えなさい。 

問題２１(乗務員) 

貨物自動車運送事業者の乗務員が、事業用自動車の乗務について、遵守しな

ければならない事項として、以下のア～エのうち誤っているものを１つ選び、

（  ）内に記入しなさい。（貨物自動車運送事業輸送安全規則） 

 

ア．事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに

当該自動車に対し適切な防護措置をとること。 

イ．過積載をした事業用自動車に乗務しないこと 

ウ．事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、

貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止する

ため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講じること。 

エ．酒気を帯びて乗務しないこと。 

 

（    ） 

 

問題２２（駐車を禁止する場所） 

以下のア～エのうち、車両の駐車が禁止されている場所として正しいものを

１つ選び（  ）内に記入しなさい。（道路交通法） 

 

ア．貨物の積卸しのため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自

動車用の出入口から５メートル以内の部分           

イ．道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から１０メ

ートル以内の部分    

ウ．消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路

に接する出入口から５メートル以内の部分 

エ．消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は火災報知機から

５メートル以内の部分 

（   ） 
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問題２３（届出） 

一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又

は運輸支局長に届け出なければならない場合として、以下のア～ウについて、正

しいものには○を、誤っているものには×を（  ）内に記入しなさい。 

（貨物自動車運送事業法施行規則） 

 

ア．役員、従業員又は運転手に変更があった場合         

（   ） 

 

イ．氏名、名称又は住所に変更があった場合           

（   ） 

 

ウ．資本金又は決算期に変更があった場合            

（   ） 

 

問題２４（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等） 

以下の条文は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息

期間の基準の一部抜粋であるが、文中のＡ～Ｃにあてはまる数字の組み合わせ

として正しいものを、以下のア～エの中から１つ選び、（  ）内に記入しなさ

い。（自動車運転者の労働時間等の改善のための基準） 

 

・１日についての拘束時間は、（ Ａ ）時間を超えないものとし、当該拘束時

間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、（ Ｂ ）時間とすること。 

・勤務終了後、継続（ Ｃ ）時間以上の休息期間を与えること。 

 

ア．Ａ：１３ Ｂ：１５  Ｃ：９ 

イ．Ａ：１３ Ｂ：１６ Ｃ：９ 

ウ．Ａ：１３ Ｂ：１６  Ｃ：８ 

エ. Ａ：１３ Ｂ：１８  Ｃ：８ 

（   ） 
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問題２５（親事業者の遵守事項） 

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役

務提供委託をした場合にあっては、第１号及び第４号を除く。)をしてはならな

い。 

以下のア～エのうち、してはならない行為として、正しいものを（  ）内に

記入しなさい。（下請代金支払遅延等防止法） 

 

（ア）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金をその支払期日の

経過後なお支払わないこと。 

 

（イ）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずるこ

と。 

 

（ウ）下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払わ

れる対価と同等の下請代金の額を不当に定めること。 

 

（エ）正当な理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に

その給付に係る物を引き取らせること。 

 

（   ） 

問題２６（定義） 

一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、そ

の他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、

事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届

け出なければならない（貨物自動車運送事業法第２４条）。 

以下のア～ウについて、届け出なければならない事故として、正しいものには

○を、誤っているものには×を（  ）内に記入しなさい。（自動車事故報告規

則） 

 

ア．１０台以上の自動車の衝突により、５人以上の負傷者を生じたもの  

（    ） 

イ．自動車に積載されたコンテナが落下し、後続車に接触したもの 

（   ） 

ウ．天候不良により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったも

の 

（   ） 



 1 / 8 

 

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請等に係る法令試験問題 

 

申請者名（法人名）               

受験者の氏名                  

受験番号                    

 

（※注意事項） 

 設問の文中には、法令の条文をそのまま引用せずに、一部省略している場合

があります。 

 

Ⅰ．次の問題１から２０の文章で正しいものには○を、誤っているものには×

を（   ）内に記入しなさい。 

 

問題１（点呼等） 

貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検

知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。）を営業所ごと

に備え、常時有効に保持するとともに、貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条

１項から３項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転

者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたア

ルコール検知器を用いて行わなければならない。    

（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第４項） 

（ ◯ ） 

 

問題２（欠格事由） 

１年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から１年を経過しない者であるときには、貨物自動車

運送事業法第３条の許可を受けることができない。 

（貨物自動車運送事業法第５条）（正）５年 

（ ☓ ） 

 

問題３（変更登録） 

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の

氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、

その事由があった日から３０日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請を

しなければならない。（道路運送車両法第１２条）（正）１５日 

（ × ） 
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問題４（事業者等の責務） 

 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を

守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するように努めなければならない。 

（労働安全衛生法第３条） 

（正）しなければならない 

（ × ） 

 

問題５（報告の徴収及び立入検査） 

国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法の施行に必要な限度において、その

職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若し

くは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。（貨物自動車運送事業法第６

０条第４項） 

（ ◯ ） 

 

問題６（書面の交付等） 

 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引

委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支

払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき

正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合に

は、親事業者は、当該事項の内容を定めなくてもよい。（下請代金支払遅延等

防止法第３条） 

（正）当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請

事業者に交付しなければならない。 

（ × ） 

 

問題７ (横断等の禁止) 

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、

道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転

回し、又は後退してはならない。また、車両は、道路標識等により横断、転回又

は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしては

ならない。 （道路交通法第第２５条の２） 

（ ◯ ） 
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問題８（事業の休止及び廃止の届出） 

 一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲

げる事項を記載した事業の休止（廃止）届出書を提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 休止又は廃止の予定日 

三 休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間 

四 休止又は廃止を必要とした理由 

（貨物自動車運送事業法施行規則第２０条） 

（正）休止又は廃止の日  

（ × ） 

問題９（整備管理者） 

自動車の使用者は、自動車の整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理

させるため、自動車の整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車

両総重量８トン以上の自動車その他国土交通省令で定める自動車であって国土

交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに、自動車の整備に関する

実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件を備える者のうち

から、整備管理者を選任しなければならない。（道路運送車両法５０条）

（正）自動車の点検及び整備（並びに） 

（ × ） 

 

問題１０ (公衆の利便を阻害する行為の禁止等) 

一般貨物自動車運送事業者が、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いを行

っている場合、国土交通大臣は、当該行為の停止又は変更を命ずることができ

る。（貨物自動車運送事業法第２５条） 

（ ◯ ） 

 

問題１１（運送に関する命令） 

国土交通大臣は、当該運送が災害の救助その他公共の福祉を維持するため必

要であり、かつ、当該運送を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、

貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者に対し、運送条件を指

定せず、運送を命じ、又は貨物の運送の順序を定めて、これによるべきことを命

ずることができる。（道路運送法第８４条） 

（正）運送すべき貨物、運送すべき区間、これに使用する自動車及び運送条件

を指定して 

（ × ） 
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問題１２（役員兼任の制限） 

会社の役員又は従業員(継続して会社の業務に従事する者であって、役員以外

の者をいう。)は、他の会社の役員の地位を兼ねることにより一定の取引分野に

おける競争を実質的に制限することとなる場合には、当該役員の地位を兼ねて

はならない。（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第１３条） 

（ ◯ ） 

 

問題１３（運賃及び料金の届出） 

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運

賃及び料金の設定又は変更後３０日以内に、運賃料金設定(変更)届出書を、所

轄運輸支局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る

運行系統が２以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から

終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が１００

キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、提出しなければな

らない。（貨物自動車運送事業報告規則第２条の２） 

（正）所轄地方運輸局長 

（ × ） 

 

問題１４（解雇の予告） 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも３０日前にそ

の予告をしなければならない。３０日前に予告をしない使用者は、３０日分以上

の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由

のために事業の継続が不可能となった場合のみこの限りでない。（労働基準法第

２０条）（正）又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては 

（ × ） 

 

問題１５（定義） 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律において「私的独占」とは、

事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる

方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を拘束し、又は遂行するこ

とにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることをいう。（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第２条） 

（正）排除、支配 

（ × ） 
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問題１６（運転者台帳） 

一般貨物自動車運送事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者

でなくなった場合には、遅滞なく、当該運転者に係る運転者台帳に運転者の氏名、

生年月日及び住所を記載し、これを３年間保存しなければならない。（貨物自動

車運送事業輸送安全規則第９条の５） 

（正）直ちに、運転手でなくなった年月日及び理由 

（ × ） 

 

問題１７（交通事故の場合の措置） 

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務

員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防

止する等必要な措置を講じなければならない。（道路交通法第７２条第１項） 

（ 〇 ） 

 

問題１８（有償旅客運送の禁止） 

貨物自動車運送事業を経営する者は、いかなる場合であっても、有償で旅客

の運送をしてはならない。（道路運送法第８３条） 

（正）いかなる場合ではなく、災害のため緊急を要するときその他やむを得な

い事由がある場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは、この限

りではない。 

（ × ） 

 

問題１９（事業の適確な遂行） 

一般貨物自動車運送事業者は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）等の

定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運

営に関する事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。

（貨物自動車運送事業法第２４条の４） 

（ 〇 ） 

 

問題２０（労働条件の明示） 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の 

労働条件を明示しなければならない。明示された労働条件が事実と相違する場

合においては、労働者は３０日前に労働契約を解除することができる。（労働基

準法第１５条）（正）即時 

（ ☓ ） 
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Ⅱ．次の問題２１から２６の文章の指示に従って、質問に答えなさい。 

問題２１(乗務員) 

貨物自動車運送事業者の乗務員が、事業用自動車の乗務について、遵守しな

ければならない事項として、以下のア～エのうち誤っているものを１つ選び

（  ）内に記入しなさい。（貨物自動車運送事業輸送安全規則第５条及び１

６条） 

 

ア．事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに

当該自動車に対し適切な防護措置をとること。 

イ．過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。 

ウ．事業用自動車に貨物を積載するときは、偏荷重が生じないように積載し、

貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止する

ため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。 

エ．酒気を帯びて乗務しないこと。（正）列車 

（ ア ） 

 

問題２２（駐車を禁止する場所） 

以下のア～エのうち、車両の駐車が禁止されている場所として正しいものを

１つ選び（  ）内に記入しなさい。（道路交通法第４５条） 

 

ア．貨物の積卸しのため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自

動車用の出入口から５メートル以内の部分           

イ．道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から１０メ

ートル以内の部分    

ウ．消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路

に接する出入口から５メートル以内の部分 

エ．消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は火災報知機から

５メートル以内の部分 

（正）ア.３ イ.５ エ． 消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔 

（ ウ ） 
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問題２３（届出） 

一般貨物自動車運送事業者が、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又

は運輸支局長に届け出なければならない場合として、以下のア～ウについて、正

しいものには○を、誤っているものには×を（  ）内に記入しなさい。 

（貨物自動車運送事業法施行規則第４４条） 

 

ア．役員、従業員又は運転手に変更があった場合     （正）又は社員 

（ × ） 

 

イ．氏名、名称又は住所に変更があった場合 

          （ 〇 ） 

 

ウ．資本金又は決算期に変更があった場合     （正）下線の記載はない 

 

（ × ） 

 

問題２４（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等） 

以下の条文は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休

息期間の基準の一部抜粋であるが、文中のＡ～Ｃにあてはまる数字の組み合わ

せとして正しいものを、以下のア～エの中から１つ選び、（  ）内に記入し

なさい。（自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第４条第１項） 

 

・１日についての拘束時間は、（ Ａ ）時間を超えないものとし、当該拘束時

間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、（ Ｂ ）時間とすること。 

・勤務終了後、継続（ Ｃ ）時間以上の休息期間を与えること。 

 

ア．Ａ：１３ Ｂ：１５  Ｃ：９ 

イ．Ａ：１３ Ｂ：１６ Ｃ：９ 

ウ．Ａ：１３ Ｂ：１６  Ｃ：８ 

エ. Ａ：１３ Ｂ：１８  Ｃ：８ 

（ ウ ） 
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問題２５（親事業者の遵守事項） 

親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役

務提供委託をした場合にあっては、第１号及び第４号を除く。)をしてはならな

い。 

以下のア～エのうち、してはならない行為として、正しいものを（  ）内に

記入しなさい。（下請代金支払遅延等防止法第４条） 

 

（ア）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金をその支払期日の

経過後なお支払わないこと。 

（イ）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずるこ

と。 

（ウ）下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払わ

れる対価と同等の下請代金の額を不当に定めること。 

（エ）正当な理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に

その給付に係る物を引き取らせること。 

 

（正）ア、下線の文言は不要 ウ、に比し著しく低い エ、下請事業者の責に帰

すべき理由がないのに 

（ イ ） 

問題２６（定義） 

一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、そ

の他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、

事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届

け出なければならない（貨物自動車運送事業法第２４条）。 

以下のア～ウについて、届け出なければならない事故として、正しいものには

○を、誤っているものには×を（  ）内に記入しなさい。（自動車事故報告規

則第２条） 

ア．１０台以上の自動車の衝突により、５人以上の負傷者を生じたもの  

（ 〇 ） 

イ．自動車に積載されたコンテナが落下し、後続車に接触したもの 

（ 〇 ） 

ウ．天候不良により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったも

の（正）運転者の疾病 

（ × ） 


